工事施工の手引き

令和７年１２月

一般事項

１　準拠図書（工事請負契約約款第1条）

工事は、設計図書に基づいて施工するものとする。

工事写真は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の［工事写真の撮り方］に準じて、施工写真を撮影・整理すること。

２　提出書類等

（1）工程表（約款第3条）

「工程表」（別紙様式-1）は、所定の事項を記載し監督員に契約締結後１４日以内に提出して下さい。

（2）現場代理人等通知書（約款第10条）
「現場代理人等通知書」（別紙様式-2）は所定の事項を記入し、監督員に遅滞なく提出して下さい。提出日は工程表と同じ日として下さい。この際、雇用関係証明する書類として次のいずれかの写しの提出がして下さい。
	№
	証明書類
	雇用開始の認定日
	摘　　　要

	１
	監理技術者資格者証（所属建設業者名が記載されているもの）の写し
	交付日
	両面を添付してください。

	２
	住民税特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別徴収義務者用）の写し
	最新の通知書の通知日
※１
	

	３
	健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
	最新の通知書の通知日
※１
	

	４
	健康保険組合が発行する健康保険被保険者資格加入証明書の写し
	最新の通知書の通知日

	

	№１～4が提出が出来ない場合、雇用証明書等の写しを提出する。

	５
	雇用証明書等の写し
	雇用開始日
	氏名、事業者名称、証明者、証明日（3か月以内のもの）、雇用形態（正規従業員であることがわかるもの）、雇用開始日に関する記載があり、証明者（代表者等）印が押印されたものであること（任意様式）。


　　※1　最新の通知書の通知日では３カ月以上の雇用期間の要件を満たさない場合は、前年度の通知書も併せて確認します。
「現場代理人」は、現場に常駐し、現場の運営取締まりを行い、請負者の代理としての役目があります。

「技術者」は、工事施工の技術上の監理を司る役目があり、技術者の種類に応じた資格が必要です。

請負金額が4,500万円以上（建築一式工事は9,000万円以上）は、専任の主任(監理)技術者が必要です。

また、元請工事における下請金額の合計が5,000万円以上（建築一式工事は8,000万円以上）は監理技術者を選任して下さい。

なお、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けているものであって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任して下さい。

選任された監理技術者は、資格者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは資格者証を提示しなければなりません。

主任技術者の要件を実務経験で満たす場合は、要件を満たすことが判断できるように必要事項を記入して下さい。

主任技術者の要件

1． 高校の所定学科（旧実業高校を含む）を卒業後５年以上、大学の所定学科（高等専門学校・旧専門学校を含む）を卒業後３年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者

2． １０年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者（学歴・資格は不問）

3． １、２と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者（施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士などの資格を有する者）

「実務経験」とは？

許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験であり、具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験等をいいます。したがって、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
（3）「下請負人通知書」（約款第7条）及び「主要(資材・機材)発注先通知書」の提出

工事契約締結後、工事の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは「下請負人通知書」を速やかに提出して下さい。

市外業者に請け負わせたときは「市外業者を下請業者とする理由書」を速やかに提出して下さい。
また、契約金額が、500万円以上の工事においては「主要(資材・機材)発注先通知書」を速やかに提出して下さい。
なお、500万円未満の工事でも工事の適正な執行を確認するため、「主要(資材・機材)発注先通知書」の提出を求める場合があります。

（4）建設リサイクル法に基づく届出等

建設工事に伴い、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」）」に定められた工事を施工する場合は、特定の建設資材について、分別解体等及び再資源化等を促進する必要があります。（現場説明書の中に建設リサイクル法の適用工事かどうかの記述がありますので確認して下さい。）

監督担当課に建設リサイクル法第12条に基づく書面を交付して説明を行い、法第13条及び省令第4条に基づく書面は提出後、確認・検印を受け、契約書面に綴じこむ必要があります。

また、次の書類を現地着手する1日前までに、監督担当課で確認を受けた後で、福岡県飯塚県土整備事務所建築指導課に提出（請負者代行）する必要があります。

・通知書（法第11条）

・案内図（位置図）

・再生資源利用計画書

・再生資源利用促進計画書

5）工事実績情報の登録（CORINS）
請負金額500万円以上の工事は、監督員の確認を受けた後に、当該工事に関するデータを（財）日本建設情報総合センター（ＪＡＣＩＣ）に下記の区分で10日（土日祝日を除く）以内に登録し、「工事カルテ受領書」及び「工事カルテ」の写しを監督員に提出して下さい。
【登録時期】

・500万円以上の工事（変更後500万円以上を含む）：受注時、訂正時、途中変更時、完成時

なお、工事実績情報の登録手続きが所定の期間内に行うことが出来なかった場合は、理由書を提出して下さい。

	【参考】『工事実績情報の登録（CORINS）』について
○工事実績情報登録の取扱い手順

【対象工事】

工事請負金額が500万円以上の工事。

（工事種別、工事内容による適用除外は行わない。）

【工事受注時】

①工事請負契約の締結後、工事実績情報の登録手続きに取りかかる。

②工事実績情報（工事受注時）の登録内容確認を市監督員が行う。

③工事請負業者は市監督員の承諾を得た後、工事実績情報（工事受注時）の登録を行う。

→（財）日本建設情報総合センター（JACIC）

※登録手続きは、契約締結後10日以内に行う。

④工事請負業者は登録が完了した後、工事実績情報（工事受注時）の登録報告を市監督員に行う。

※「工事カルテ（受注時）受領書」および「工事カルテ」の写しを提出する。

【登録内容の変更時】

①登録内容に変更が生じた場合（請負金額、工期、現場代理人、技術者名、他）は、工事実績情報の登録内容変更手続きに取りかかる。

②工事実績情報（登録内容の変更時）の登録内容確認を市監督員が行う。

③工事請負業者は市監督員の承諾を得た後、工事実績情報（登録内容の変更時）の登録を行う。

※登録手続きは、変更契約締結後10日以内に行う。

④工事請負業者は変更登録が完了した後、工事実績情報（登録内容の変更時）の登録報告を市監督員に行う。

※「工事カルテ（登録内容の変更時）受領書」および「工事カルテ」の写しを提出する。

【工事完了時】

①工事実績情報（工事完了時）の登録内容確認を市監督員が行う。

※工事完了検査時に、「工事カルテ受領書」及び「工事カルテ」が間に合わない場合は、この登録内容を確認した時点で写しをとっておき、検査時に提示を求められた場合は、これを提示する。

②工事請負業者は市監督員の承諾を得た後、工事実績情報（工事完了時）の登録を行う。

※登録手続きは、工事完成後10日以内に行う。

③工事請負業者は登録が完了した後、工事実績情報（工事完了時）の登録報告を市監督員に行う。

※「工事カルテ（工事完了時）受領書」および「工事カルテ」の写しを提出する。

④上記②の工事完了時の登録済みデータに対して、訂正（削除）をする場合は、市監督員の確認印を押印した別紙様式の発注機関確認書が必要である。

○その他取扱い事項

①登録手続きが、所定の期限内（登録要件が発生した日から10日以内～共通仕様書に明記）になされなかった場合は、工事請負業者に対し工事監督課（監督員）が指導を行う。

この場合、検査、監査等において理由を求められる場合があるので、文書による理由書の提出を求める。

また、登録手続きの妨げとならぬよう市監督員は、登録内容の確認及び承諾行為を速やかに行うこと。

＜理由書事例＞

○長期間の国民の祝日等が挟んだ場合（特に年末契約の場合など）

○登録内容データに不備（誤り）があり、修正手続きが生じた。

※工事竣工2週間前頃から手続きは出来るようです。

（特に、年度末は登録物件が集中するため）




（6）公共工事の入札及び契約の適正化について
ア　本市発注工事における請負業者の適正な技術者配置について

建設業法では、建設工事の適正な施行の確保を図るため、建設工事現場における施工の技術上の管理を行う者として、主任技術者(監理技術者)を建設工事請負金額が、4,500万円（建築一式工事の場合9,000万円）以上の場合は専任で設置することとなっています。

イ　施工体制の把握について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、1．公共工事の入札及び契約過程並びに契約内容の透明化　2．入札参加者又は契約の相手方となろうとする者の間の公正な競争を促進　3．入札から契約までの間の談合その他不正行為の排除を徹底　4．契約された公共工事の適正な施工の確保をおこなうために、下記の事項について実施します。

・対象工事

下請負契約を締結する全ての工事。
・施工体制台帳及び施工体系図の作成及び作成時期

施工体制台帳は、「施工体制台帳、施工体系図、再下請負通知書等」で編成されます。

作成は発注者から直接請負った請負者が、施工するために締結した下請負人（再下請負人含む）毎の施工分担関係が明らかとなるよう添付資料（下請負契約書のコピー（契約金額、契約（業務）内容）を基に作成して下さい。

・施工体系図の掲示

「施工体系図」は、施工体制台帳をもとに施工体制台帳の要約版として下請負人名称（再下請負人を含む）、具体的な工種を記入した樹状図等により作成して下さい。

施工体系図は、下請負人の契約期間開始日前までに工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示して下さい。

なお、下請負人の契約期間などにより施工体系に変更があった場合は速やか（下請負人の契約期間開始日まで）に施工体系図を変更のうえ掲示して下さい。

・施工体制台帳写しの提出及び把握

請負業者は、施工体制台帳を作成した後は、その写しを速やかに提出して下さい。

なお、内容の変更があった場合も同様に変更をおこなって下さい。

監督員は、現地着手時、履行期間中に提出された施工体制台帳の記載内容の調査及び現地施工体制の状況を聞き取り調査などにより施工体制の把握を行います。

ウ　工事現場における施工体制の点検要領

	【参考】　　「施工体制の点検要領その外の様式」
1．目　　的

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第14条に地方公共団体の責務として『施工技術者の設置状況その他工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。』と施工体制の点検が義務付けられたことから、監督業務において、施工体制台帳の点検、監理技術者の専任制の点検及び下請負業者使用状況等の点検を実施し、公共工事の適正な施工体制を確保することを目的とする。

2．対象工事

監理技術者（主任技術者）の専任に関する点検は、建設業法第26条第3項に該当する工事（請負金額が4,500万円以上のもの。ただし、建築一式工事の場合は、9,000万円以上のもの。）について行うこととする。

また、施工体制台帳等に関する点検は、下請負契約を締結する全ての工事。
3．点検の方法

（1）　施工体制台帳等の記載内容の点検

（2）　工事現場における施工体制の点検

4．把握の時期

（1）　施工体制台帳等の記載内容の点検

請負業者より施工体制台帳等の提出があった時点とする。

※「公共工事適正化法」第13条【請負業者の提出の義務】

（2）　工事現場における施工体制の点検

○工事着手前

○工事施工中（施工当初・変更時・施工中適宜等）

5．点　検　者

監督員とする。（委託監督者を活用することもできる。）

6．工事成績評定への反映

文書により改善指示を行った場合においては、工事成績評定に適切に反映するものとする。


（7）建設業退職金共済制度に係る掛金収納書

建設業退職金共済制度の対象工事は本市が発注する全ての工事請負契約が対象となります。

元請負業者、下請負業者ともにそれぞれの退職金制度がある場合は、それがわかる書類（退職金共済制度加入証明書、就業規則等）を準備し監督員の確認を受けて下さい。

証紙購入は、工事請負者が当該工事ごとの建退共制度の対象労働者数及び対象就労（予定）日数を的確に把握し、必要枚数を購入して下さい。

対象労働者数及び対象就労（予定）日数の把握が困難な場合には、「共済証紙購入の考え方」（別紙）を参考に購入して下さい。

購入した証紙は、対象労働者への配布が確認できるよう受払簿を整備し管理して下さい。

「掛金収納書」は、（契約者が発注者へ）と注記してあるものを提出して下さい。発注者名は飯塚市とし、元請契約の工事番号及び工事名には工事件名を記入して下さい。

掛金収納書は、工事契約締結後１ヶ月以内に監督員に提出して下さい。ただし、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情があると認めれる場合において、あらかじめ監督員に申し出たときは、この限りではありません。

（8）前金払申請書及び中間前金払申請書（約款第35条）
「前金払申請書」は契約金額が130万円以上のとき、前金払を請求する時の申請書です。「前金払申請書」「保証証書（西日本建設保証（株））」「請求書」を監督担当課に契約締結の日から30日以内に提出して下さい。

「中間前払申請書」は契約金額が130万円以上のとき、中間前金払を請求するための申請書です。中間前金払を希望される場合は、まず「中間前金払認定請求書」「工事履行報告書」を提出していただき、監督担当課からの「認定調書」の交付後に、「中間前金払申請書」「保証証書（西日本建設保証（株））」「請求書」を監督担当課に提出してください。
（9）請負工事既済部分検査請求書（約款第38条）

「請負工事既済部分検査請求書」は、契約金額が130万円を超える場合に、工事契約書第38条の回数以内で、部分払いを請求する時の額を確定するための請求書です。監督員から額の通知を受けた後に部分払いの「請求書」に「工事写真」を添付して提出して下さい。増改築、新築の場合は、部分払い額以上の金額の「火災保険保証書等の写し」も必要となります。

※火災保険等保証期間は原則工期としますが、工期を延長した時は延長期間に応じて保険期間を延長してください。
（10）承諾図

設計図書の性能、基準を満足する部材等を選定のうえ、部材等の図面、仕様書をまとめてファイル等に綴じて承諾図とし、監督員に提出のうえ承諾を受けて下さい。

承諾図の提出部数は2部以上です。

（11）特定元方事業者の指名

労働安全衛生法15条、30条等の規定により、複数の請負業者が入っている工事現場において市は特定元方事業者の指名を行います。

（通常は、建築工事の工事金額がもっとも大きいことが多いので建築業者が指名されることが多いのですが、設備が主となる工事（例：給水施設改良工事、空調設備改良工事）においては設備業者が特定元方事業者の指名されることになります。）

特定元方事業者は、労働安全衛生法第30条、労働安全規則365条に基づいて、工事現場における災害防止協議会の設置、運営等を行わねばなりません。また、作業者の人数により統括安全衛生責任者等の選任が必要になる場合もあります。

常時従事する労働者が10人未満の工事を除き、労働基準監督署へ「特定元方事業開始報告」の提出が必要です。

（12）施工計画書

施工計画書は「Ⅰ総合施工計画書」と「Ⅱ工種別施工計画書」からなっています。実際の現地工事着手前に、「施工計画書」を1部提出して下さい。

提出内容については、監督員と協議のうえ提出して下さい。

（13）労働基準監督者への提出書類

工事規模、内容により、労働基準監督署へ下記の書類の提出が必要になります。

共同企業体代表届、総括安全衛生管理者・安全管理者専任報告、衛生管理者・産業医選任報告、建設物・機械等設置・移転・変更届（足場10m以上他）、建設工事・土石採取計画書、特定元方事業開始報告、統括安全衛生責任者選任報告、元方安全衛生管理者選任報告、店社安全衛生管理者選任報告

（14）指定部分引渡し（約款第39条）

発注者側の理由により工事中目的物の一部を、全体工事完成前に使用する時は指定部分しゅん功確認検査を受けて部分引渡しする事になります。（設計図書に明記）

「指定部分しゅん功届」に所定の事項を記入し、監督員に提出して下さい。

また、引渡し前に発注者側の要望により一部使用する場合は、発注者側（監督担当課）からの使用要望に同意している事を「契約目的物の一部使用同意書」として、監督課へ提出してください。

（15）建設副産物の処理の適正化

建設副産物を適切に処理するため、「建設副産物処理計画通知書」に必要書類を添付して現場着手前までに提出してください。

産業廃棄物（残材、梱包材、端切れ材）は、請負者が責任を持って処理するように法律で定められており、建築業者に一括して処理を任せる事は違法となります。請負者毎に産業廃棄物処理業者と契約書を交わし、他の請負者との排出区別がつく形で、適切に処理を行なって下さい。

工事完了時は、「建設副産物処理完了報告書」に必要書類を添付して「しゅん功届」と一緒に提出して下さい。

ただし、中間処理業者へ搬出した場合のマニフェスト伝票Ｅ票については、伝票交付後180日間以内の返送猶予期間があるため、検査時に書類が間に合わない場合は、監督員が後日確認を行います。

（16）工事写真

・「工事写真」は、工事写真帳として必要事項を記入及び編集し、監督員へ完成日の翌日（閉庁日の翌日）までに「しゅん功届」と一緒に提出して下さい。ただし、改新築工事の場合は、完成写真、改修、解体工事の場合は、着工前、完成写真を別途提出して下さい。

（17）しゅん功届（約款第32条1項）
・全体工事の完成は、「しゅん功届」に所定の事項を記入し、監督員に完成日の翌日までに提出して下さい。

なお、完成日が市役所閉庁日（土、日曜日、祝日）の場合は、休み明けの日を提出日にして下さい。

（18）引渡し書（約款第32条4項）
・全体工事完成の引渡しは、「引渡し書」に契約件名・契約金額・引渡人（押印含む）のみ記入して、工事しゅん功検査後に提出して下さい。提出がない場合は、請負代金の支払いの完了をもって引渡しとします。

（19）完成図書等

・「完成図書等」は、特記仕様書に記載してある部数を検査日（検査場所）に提出して下さい。

・完成図書等の引き渡しは、監督員から指示があった場合はそれに従って下さい。

・監督員からの指示により施設管理者へ引き渡す際は、内容を説明のうえ渡して下さい。この時は、引き渡し書を取っておいてください。

・完成図や施工図をＣＡＤで書かれた場合の完成図書の作成については、監督員と打ち合わせて下さい。

3　主な書類の提出時期





※　○印は必ず提出するもの
	時　　期
	提　　　出　　　図　　　書
	※
	備　　考

	契約締結前
	分別解体等の計画等（法12条）
	
	建設リサイクル法該当工事

	
	法第13条及び省令第4条に基づく書面
	
	建設リサイクル法該当工事
監督担当課で検印後、契約課へ

	契約締結後
14日以内
	工程表
	○
	

	
	現場代理人及び主任(監理)技術者届
	○
	主任(監理)技術者は請負金額4,500万円(建築一式は9,000万円)以上の場合、現場専任

	着工前
	建設副産物処理計画報告書
	○
	

	
	再生資源利用計画書
	
	建設リサイクル法該当工事

	
	再生資源利用促進計画書
	
	建設リサイクル法該当工事

	
	通知書（法11条）
	
	建設リサイクル法該当工事（代行）

	
	建設発生土処分地計画書
	
	残土が発生する場合

	契約締結後
10日以内
	受注時［工事カルテ受領書］及び［工事カルテ］写し （CORINS）
	○
	請負金額500万円以上の場合

	契約締結後
30日以内
	前金払請求書
	
	【条件　２．（8）参照】

	契約締結後
1ヶ月以内
	建設業退職金共済制度に係る「掛金収納書」
	○
	

	着手後すみやかに
	施工計画書（総合施工計画書・工種別施工計画書）
	○
	

	
	公共事業失業者吸収証明書
	○
	手持ち労働者のみの場合でも受付登録は必要

	
	承諾図
	○
	

	
	施工体制台帳
	○
	下請負契約を締結する全ての工事

	
	下請負人通知書
	○
	

	
	市外業者を下請業者とする理由書
	
	市外業者に請け負わせた場合

	
	主要(資材・機材)発注先通知書
	○
	原則、請負金額500万円以上

	施工中
	工事延長願
	
	

	
	長期休止書
	
	

	
	工事日誌
	○
	請負金額1,000万円以上の工事（但し、増改築・新築工事は全て）

	
	週間工程表
	○
	

	
	月間工程表
	○
	

	
	火災保険等加入状況報告書
	
	契約書に加入の指示がある場合

	変更時
	変更時［工事カルテ受領書］及び［工事カルテ］写し （CORINS）
	○
	変更後10日以内に請負金額500万円以上の場合

	
	建設業退職金共済制度に係る「掛金収納書」
	
	増額分

	工期内
	中間前金払認定請求書
	
	【条件　２．（8）参照】

	
	請負工事既済部分検査請求書
	
	【条件　２．（9）参照】

	但し書指定完了時
	指定部分しゅん功届
	
	

	しゅん功時
	しゅん功届
	○
	

	
	工事写真
	○
	

	
	建設副産物処理完了報告書
	○
	

	
	再生資源利用計画書
	
	建設リサイクル法該当工事

	
	再生資源利用促進計画書
	
	建設リサイクル法該当工事

	
	建設発生土処分地確認書
	
	残土が発生した場合

	
	
	
	

	完了後10日以内
	竣工時［工事カルテ受領書］及び［工事カルテ］写し （CORINS）
	○
	請負金額500万円以上の工事

	検査時
	完成図書
	○
	

	検査結果受領後
	請求書
	○
	


